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平成 29 年度 日本色彩教育研究会第 1 回理事会 

開催次第 

日 時：平成 29 年 6 月 18 日(日)  13:00～15：00 

場 所：ルノアール貸会議室プラザ八重洲北口店 3 階-4 号室 

出席者：理事 22 名(委任状 8 名・代理出席 1 名含む。理事総数 24 名) 

    監事 1 名 

議題 

第1号議案 平成28年度事業報告及び収支決算 

第2号議案 平成28年度監事会計監査報告 

第3号議案 平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

第4号議案 日本色彩教育研究会の活性化について(継続) 

・ 4-1 編集部会 「色彩教育」「造形のたのしさ(監修事業)」について 

・ 4-2 広報部会 HPの更新と充実について 

・ 4-3 企画部会 夏の研修会について 

・ 4-4 研究部会の活動について 

第5号議案 支部報告 

第6号議案 その他 

・会勢報告 

・理事の任期について 
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平成 28 年度事業報告 

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日 

 

1. 刊行物 

 (1) 新「色彩教育」2015 Vol35 No.1・2 合併号 発行 

 (2) 新「色彩教育」2016 Vol36 No.1・2 合併号 編集・発行 

 

2. 集会 

 (1) 第 66 回本部研修会 

  平成 28 年 8 月 5 日(金) 聖心女子大学 3 号館 332 番教室 

  テーマ： デジタル色彩教育のこれから 

講演「子どものデジタル色彩表現―発達心理学から―」  

… 大宮 明子（十文字学園女子大学人間生活学部幼児教育学科准教授） 

講演「デジタル色彩表現の基礎知識」 

… 竹下 友美（DIC カラーデザイン株式会社 カラープランナー） 

ワークショップと講演「色いろなプログラミングあそび」 

… 原田 康徳（ビスケット開発者、ワークショップデザイナー） 

… 井上 愉可里（デジタルポケットデザイナー・ファシリテーター） 

  参加者：41 名 

 

 (2) 第 31 回近畿色彩教育研究会 

  平成 28 年 8 月 8 日(月)・9 日(火) 大阪府社会福祉会館 501 号室で開催 

  テーマ： 色をうつす 

講演「目と心で見つめて捉え色彩と豊かに関わる」  

… 東良 雅人（文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官） 

全体会講習「浮世絵から感じる日本の色」 

… 市村 守（浮世絵木版画刷り師 世界一小さな浮世絵博物館館主） 

 Ａ講座「版を楽しむ、版で楽しむ」          

… 藤丸 一郎（大阪成蹊大学教育学部准教授） 

 Ｂ講座「色としかけで楽しむ絵本の世界」 

         …  秋山 道広（芦屋市立小学校図工専科） 

参加者： 名 

 

(3) 第 39 回九州色彩教育講習会 

  平成 28 年 8 月 4 日(木) 「福岡市立舞鶴小中学校」で開催 

  テーマ： 色彩の原点に帰ろう 

  特別講演 時代に即応する色彩教育 

… 高橋 延昌（会津大学短期大学部准教授） 

分科研修 6コース 

 「幼稚園・保育園コース」絵本から学ぶ色の世界 

         … 吉川 暢子（筑紫女学園大学講師） 

 「小学校 1・2・3 年コース」色と形のゆらゆらダンス 

         … 笠原 広一（東京学芸大学准教授） 

 「小学校 4・5・6 年コース」竹ペンづくりとドローイング 

     … 瓦田 勝（福岡女学院中学校・高等学校） 

 「中・高・一般コース」墨を使った表現 

         … 阿部 守（福岡教育大学教授 
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 「色彩理論・演習コース」色彩の基本理念と配色遊び 

         … 香月 秀子（福岡市立住吉中学校教諭） 

 「色彩理論・演習コース」光の色彩づくり 

… 高橋 延昌（会津大学短期大学部准教授） 

参加者：66 名 

 

(4) 特別イベント＜見学会＞ 

平成 28 年 12 月 13 日(火)16：30～18：15 三菱一号館美術館にて開催 

作品鑑賞とギャラリートーク 

作品鑑賞：「拝啓ルノワール先生―梅原龍三郎に息づく師の教え」展 

ギャラリートーク：美術作品における色彩の役割と影響 

…江藤祐子(三菱一号美術館 教育普及担当) 

参加者：一般 8 名、学生 7 名 計 15 名 

 

3. 総会 

  平成 28 年 8 月 5 日(月)11:45～12:30 開催 

  議題：平成 27 年度事業報告及び収支決算 監査報告 

 平成 28 年度事業計画及び収支予算 

         その他： 研究会の活性化について  

  議事結果：全員異議なく承認 

 

 

4. 会議 

 (1)第 1 回理事会 

  平成 28 年 5 月 29 日(日)10:00～12:00 開催 

  議題：平成 27 年度事業報告及び収支決算 監査報告 

 平成 28 年度事業計画及び収支予算 

          研究会の活性化について 

 その他 

 支部報告・部会設置と組織編成について・夏季研修会 

  議事結果：全員異議なく承認 

 

 (2)事務局会議 

  対面による会議を 3 回実施（2/17、3/16、’16 1/11）。 

  その他、メールにて適宜実施。 

 

5. 部会活動 

(1)編集部会 

新色彩教育 2016Vol36 No.1・2 合併号の企画、取材、座談会、原稿執筆依頼、編集 制

作を茂木会長、穴澤編集長を中心に実施。 

 

(2)企画部会 

 見学会（三菱一号美術館）の企画・実施 

 島田さんが中心となり、メール審議で企画立案・実施。（9 月下旬～12 月上旬） 

 

(3)研究部会 

 教材「カラードフォルム P」のカラーランナップ検討を実施 

 色彩ワークブック（副読本）「色彩―造形のたのしさ―」新版の企画立案 
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平成 29 年度事業計画 

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 

 

1.刊行物 

 (1)新「色彩教育」2017 Vol.1・2合併号  を編集・発行する。 

 

2.集会 

 中央（東京）・近畿支部・九州支部において、各 1 回の集会を開催する。 

  

3.総会の開催 

 第 6 回総会を開催する。 

 

4.部会活動 

 編集部会、企画部会、研究部会は昨年度と同様の活動を引き続き行う。広報部会においては、

より具体的な企画（色のレシピを HP にアップするなど）を立案し活動を始める。 

 

5.会議 

 定例理事会を 2 回（メールによる理事会含む）、他に必要に応じてメールによる臨時理事会

を開催する。 

 

6.その他 

 ①会員獲得に向けた活動を行う。 

②関連学協会との連携を深め、会の活動を広く周知させる。 
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■会盛報告 

 

2017 年 5 月 16 日現在： 

会員数：122 名（男性：51 名、女性：71 名） 

 

 

 

 

（2016 年 5 月 26 日時点、会員数：120 名） 
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2015 年度改選理事案（～2017 年度まで） 

 
 

  氏 名 所 属   

会長 茂木一司 群馬大学教育学部教授   

副会長 後藤雅宣 千葉大学教授   

事務局長 赤木重文 （財）日本色彩研究所常務理事・日本大学非常勤講師   

事務局 大内啓子 （財）日本色彩研究所・千葉工業大学/日本大学非常勤講師   

  穴澤秀隆 NPO CCAA 市民の芸術活動推進委員会理事   

  大橋功 岡山大学大学院教育学研究科 近畿支部 

  久保田亘 日本色研事業㈱代表取締役   

 熊谷佳子 (有)カラーディレクション代表取締役  

  小嶋勇 西日本短期大学名誉教授 九州支部代表 

  篠原俊朗 福岡教育大学教授 九州支部 

  山崎裕彦 大阪府立港南造形高等学校教頭 近畿支部代表 

  辻政博 帝京大学教育学部専任講師   

  西村徳行 東京学芸大学准教授   

  島田由紀子 和洋女子大学人間発達学専修/心理学・教育学研究室准教授   

  中島千絵 玉川大学芸術学部ビジュアルアーツ学科准教授   

  手塚千尋 東京福祉大学短期大学部助教   

  新関伸也 滋賀大学教育学部美術教育教授 近畿支部 

  結城孝雄 東京家政大学家政学部児童教育学科   

  吉川暢子 筑紫女学園大学短期大学部幼児教育科講師 九州支部 

  名取和幸 （財）日本色彩研究所   

  名取初穂 國學院栃木短期大学   

  郡司明子 群馬大学教育学部准教授   

  宮野周 十文字学園女子大学 幼児教育学科   

  高橋 延昌 会津大学短期大学部准教授   

        

監事 水島尚喜 聖心女子大学文学部教育学科教授   

  松田陽子 Colour Institute MeMe 代表、駒沢女子大学非常勤講師   
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日本色彩教育研究会会則 

 

第 1 条 （名称） 本会は、日本色彩教育研究会

と称し、英語名称を Japan Association of 

Color Education （略称 JACE）とする。 

第 2 条 （事務所） 本会は、事務局を一般財団

法人日本色彩研究所（埼玉県さいたま市岩

槻区上野４‐６‐２３）内に置く。 

第 3 条 （目的） 本会は、広く色彩教育に関す

る研究を振興し、その普及・発展を図るこ

とを目的とする。 

第 4 条 （事業） 本会は、前条の目的を達成す

るために、次の事業を行う。 

(1)色彩教育に関する研究・成果の公表及

び研究の助成 

(2)研修会、講演会、研究発表会などの開催 

(3)機関紙「色彩教育」、ニュース「カラー

サークル」等の発行 

(4)内外の関連学術団体との交流 

(5)その他、本会の目的達成のために必要

な事業 

 

第 5 条 （会員及び総会） 本会の会員は、次の

3 種とする。 

(1)正会員は、本会の目的に賛同して入会

申込書を提出し、理事会の承認を得た

者とする。 

(2)名誉会員は、本会に功労のあった者を

理事会の議を経て決める。会費は不要

とする。名誉会員の選任に関する規程

は別に定める。 

(3)賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会

の事業を賛助するため、賛助会費一口

以上を納める者または法人とする。 

2 会員総会を毎事業年度 1 回開催する。 

 

第 6 条 （役員の種類、定数及び任期） 本会に

次の役員を置く。 

(1)理事 10 名以上 25 名以内。内 1 名を会

長、1名を副会長、1名を常務理事、及

び第 9 条に定める支部代表理事若干名

とする。 

(2)監事2名 

(3)役員の任期は 3 年とする。ただし 2 期

までの範囲において重任は妨げないも

のとする。欠員補充によって就任した

役員の任期は、前任者の任期の満了す

る時までとする。 

第 7 条 （役員の選任、職務等） 役員の選任及

び職務は次のとおりとする。 

(1)理事は、総会員の推薦を含めて理事会

案を提案し、総会の承認を得るものと

する。 

(2)会長、副会長及び常務理事は理事のな

かから互選により選任する。 

(3)会長は本会を代表し、会務を総理する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故あ

るときは、その職務を代行する。常務理

事は事務を総括する。 

(4)監事は、理事会において選任し、本会の

事業および会計の監査に当たる。 

第 8 条 （理事会） 理事会は、通常の理事会及

び臨時理事会の２種とする。 

2 理事会は会長が招集し、議長となる。 

3 通常理事会は、年 2 回開催し、研究、事業、

予算、決算の報告並びに決議、役員の選出、

会則の改正、その他必要事項の決議を行う。 

4 臨時理事会は、理事の請求があったとき、

もしくは会長の発議によって、会長が開催

を決定する。臨時理事会は、電子媒体によ

る投票等に代えることができる。 

5 決議は理事の過半数が出席し、その過半数

をもって決する。 

 

第 9 条 （支部） 必要な地区に支部を置くこと

ができる。 

 2 支部設立に当たっては次の条件を満たし

ていることとする。 

(1)当該地区在住の会員10名以上の賛同が

得られていること。 

(2)地域に根ざした色彩教育の実践の研究

発表等、及び研修会を定期開催（年1回

以上）するための運営母体として組織

されていること。 

 3 支部には支部長 1 名を置く。支部長は、支

部所属の会員のうちから選出し、理事会の

承認を経て支部代表理事とする。支部長は

支部を代表する。 

 

第10条 （事務局） 本会に、その事務を処理

するために事務局を置き常務理事を事務

局長とする。 

 

第11条 （事業年度） 本会の事業年度は、毎

年 4月 1 日に始まり、翌年 3月 31 日に終

わる。 

第12条 （会則の変更） この会則は理事会の

議を経て、総会の決議によって変更するこ

とができる。 

 

 

附則  

1 入会手続き 

入会を希望する者は所定の入会申込書に年
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会費を添えて申し込むものとする。 

2 退会は次の 3 項によって理事会で審議し決

定する。 

a.会費を 2 年間滞納した者 

b.会の名誉を毀損した者 

c.退会を申し出た者 

3 会費   

正会員の年会費は、3,000円とする。 

賛助会員の年会費は一口 10万円とする。 

 

平成 17 年 7月一部改正 

平成 23 年 8月一部改正 

平成 23 年 9月一部改正 

平成 24 年 3月 31 日一部変更（改

正） 

平成 24 年 4月 1 日施行 

平成 24 年 5月 27 日一部改正 

 


